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SMT 認定 強みアドバイザー 規約 

 

第１条（目的） 

１．一般社団法人メンタルタフネス協会（以下、当協会という）はメンタルタフネス及び強

みの普及を目指し、「SMT 認定 強みアドバイザー」を設け、「SMT 認定 強みアドバイ

ザー規約」（以下、本規約という）を定める。 

 

第２条（名称） 

１．正式名称は「SMT 認定 強みアドバイザー」とする。 

 

第３条（権利） 

１．SMT 認定 強みアドバイザー登録することにより、以下の権利が付与される。 

（1）「SMT 認定 強みアドバイザー」の呼称を使用できる。 

（2）SMT 認定 強みアドバイザーとしての質を再確認＆向上させるため、当協会が提供

する更新プログラム（勉強会や強みカフェ等）に無料にて参加できる。 

（3）「強み体感ワーク」を実施できる。 

（4）「Ｍ式強み診断」で扱う強みについてのアドバイスができる。 

（5）当協会から協会活動や研修情報等の提供を受けることができる。 

 

第４条（登録料） 

１．登録料は、5,000 円＋税とする。また、登録有効期限は認定試験合格後１年間とする。 

 

第５条（更新料） 

１．更新料は 10,000 円+税/回とする。ただし、初回更新日までは無料。 

 

第６条（有効期限・更新条件） 

１．資格の有効期限は新規登録日又は更新日より２年間とし、２年ごとに資格の更新を必

要とする。更新条件は特に無いが、SMT 認定 強みアドバイザーとしての質を再確認

＆向上させるため、当協会が提供する更新プログラム（勉強会や強みカフェ等）の参

加が望ましい。 

 

第７条（尊守事項） 

１．SMT 認定 強みアドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1）家庭、職場、学校等において、メンタルタフネス及び強みを普及させ、あらゆる人の 

幸せの実現に務める。 
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（2）クライエントとの守秘義務を守る。 

（3）継続的なスキル向上をする。 

（4）当協会及び価値を損ねる行為、または当協会及び他の認定者への迷惑行為を慎む。 

 

第８条（認定の取消） 

１．次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、当協会は認定の取消を行うことがで

きる。取消されたものは直ちに認定者としての活動を停止しなければならない。その

場合、受領済みの費用は一切返金しない。 

（1）本規約・当協会のサービス規約又は法令に違反した場合 

（2）当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合 

（3）当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合 

（4）当協会及び他の認定者の事業活動を妨害する等により、当協会及び他の認定者の事業

活動に悪影響を及ぼした場合 

 

附 則 

この規約は２０１８年８月３１日より施行する。 

      ２０２４年３月１9 日 一部改正 


